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佐賀県母子父子寡婦福祉資金未収金回収業務の業務委託に係る企画コンペの募集に対する質問回答書 

質問 回答 

【１】仕様書５ 収納事務委託の範囲（ｐ.１） 
領収書の発行について、債務者が銀行口座振り込みで入金した場

合、発行は不要でしょうか。 

債務者が銀行口座振り込みで入金した場合は、領収書の発行は

不要です。 

【２】仕様書６（１）債権管理回収業務（ｐ.１） 
委託予定債権の詳細をご教示ください。 
① 初回委託予定債権の件数、金額 
② 初委託債権の件数、金額 
③ 未収発生からの期間（３年未満、５年未満、５年以上等） 
④ 年度ごとの追加予定債権の概算 

① 債務者等約 190 人、約 28,000,000 円 
② 債務者等 0 人、0 円 
③ 5 年以上 
④ 毎年度、７月頃に追加委託債権の選定を行うため、現時点で

は不明です。 

【３】仕様書６（２）報告業務（ｐ.２） 
「翌月５日」を「翌月５営業日まで」に変更することは協議可能

でしょうか。 

「翌月５日」を「翌月５営業日まで」に変更することはできま

せん。 
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【４】仕様書６（２）報告業務（ｐ.２） 
① 「債権管理番号ごとの入金額及び入金日」と記載があります

が、対象顧客１名につき、１債権管理番号の付与という認識でよ

ろしいでしょうか。 
② 債権の種類等により、対象顧客１名につき、複数の債権管理

番号が付与されている場合でも、報告は債権管理番号ごととなる

のでしょうか。 

① 同じ債務者でも債権管理番号が複数ある場合もあります。 
② 同じ債務者に、複数の債権管理番号が付与されている場合で

も、報告は債権管理番号ごととなります。 

【５】仕様書６（３）払込業務 ア（ｐ.２） 
①「甲が指定する方法」とは何か（銀行口座送金、納付書等）ご

教示ください。 
② 納付書の場合、納付書は「ひと月にまとめて１枚」か「債務

者ごとに１枚」か「債務者の月ごとに１枚」かご教示ください。 

現在は、納入通知書（納付書）で、発行単位は「調定別」で

す。今後、「月別の納付書（１枚）」もしくは「指定の一時口

座への入金」への変更を検討していますが、変更時期は未定

のため、それまでの間は現在の納入方法によるものとしま

す。 

【６】仕様書６（３）払込業務 イ（ｐ.２） 
① 様式３は必須でしょうか。任意様式でもよろしいでしょう

か。 
② 様式３の「納入指定期限」「納入義務者の住所」項目は必須で

しょうか。 
③ 「納入指定期限」について、債務者より指定がある際は記載

ができますが、確認が取れない場合は、御庁でのご判断でよろし

いでしょうか。 

 
① 様式３については、変更不可です。 
② 様式３の「納入指定期限」「納入義務者の住所」項目は必須

です。 
③ 「納入指定期限」については、翌月月末となります。（仕様

書６（３）回収した未収金の甲への払込業務） 
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④ 「納入済年月日」は、債務者より弊所に入金のあった「入金

日」を記載するのでしょうか。 
④ 「納入済年月日」は受託者から委託者への納入日を記載して

ください。 
 

【７】仕様書６（４）本業務の引継ぎ（ｐ.３） 
「第三者に対して円滑な引継ぎ」と記載がありますが、受託者同

士での引継ぎではなく、委託者を介しての引継ぎという認識でよ

ろしいでしょうか。 

委託者を介しての引継ぎとなります。 

【８】公示６ プレゼンテーションの日時及び場所 
プレゼンテーションは、現地でのプレゼンデーションのみになり

ますか。オンラインでの参加は可能でしょうか。 

オンラインでの参加も可能とします。ただし、通信障害などに

より十分な説明が行えなかった場合には、提出された提案書の

内容のみで審査を行います。 

【９】記載事項なし 債務者からの入金方法 
債務者から受託者への入金方法は、銀行口座振り込みでよろしい

でしょうか。 

債務者から受託者への入金方法は、銀行口座振り込みで問題あ

りませんが、債務者から依頼があった場合は、現金徴収など他

の方法による入金にも対応してください。 


